


  

 
９月３０日で「会社解散・全員解雇」 

私たちは、㈱伊藤運輸で運転手として働いていました。
㈱伊藤運輸は、製鉄原料の販売や加工を行っている㈱伊藤
興業の子会社で、㈱伊藤運輸が㈱伊藤興業の荷物を専属的
に運搬するという関係でした。 
 この両社は同一の敷地内にあり、事務所も同一、管理職
も同一人物が担っており、事務については㈱伊藤興業の従
業員が両社の事務を行っていました。つまり、㈱伊藤運輸
の実態は「㈱伊藤興業の運輸部門」に過ぎず、両社は一体
のものでした。 

しかし、９月３０日に運輸部門（㈱伊藤運輸）を解散し、
従業員２１人全員をクビにしました。会社は、その理由に
ついて「経営状態の悪化」と説明しました。 

しかし、㈱伊藤興業については、「事業を続ける」とい
うことでした。㈱伊藤興業が事業を続けるなら、運輸部門
の仕事はこれまでどおりあるわけです。それでも、あえて
「会社解散・全員解雇」という手段をとったのは、組合つ
ぶしのためでした。 

何事もなかったかのように・・・ 
会社が私たちのクビを切った翌日以降も、運輸部門の仕 

事は続いています。しかも、そこで働いているのは㈱伊藤
運輸で働いていた非組合員の運転手です。組合員には、 
１０月１日以降の仕事について何も説明がありませんで
したが、非組合員には何らかの話があったようです。 

そして、非組合員が㈱伊藤運輸が所有していた車両に乗
って、以前と同じ仕事をしています。車両の出入りを見て
いると、私たちがクビを切られた９月よりも忙しそうです。 

労働組合がそんなに嫌いか！ 
これまでどおりにダンプが動き、これまでどおり仕事を

している姿を、どうして私たちは“失業者”として眺めて
いなくてはならないのでしょうか。 
 私たちは、「いい職場にしたい、よりよい会社にしたい、
そして働き続けたい」と思って、労働組合を結成して頑張
ってきました。 
 会社は「会社解散」という手段を使って、その労働組合
を追い出そうとしています。こんなことが許されるなら、
労働者は会社の言いなりになって働くしかなく、労働組合
も存在できなくなってしまいます。 
 こんな会社は絶対に許しません！ 会社を追い詰め、解
雇撤回を必ず勝ちとります！ 

 

 偽装解散 
  不当解雇 
許さん！ 
全港湾ニュースから転載 

姫路ユニオン 

「解散すれば終わり」じゃない！ 

俺たちは勝つまで闘う！ 
同じ会社なのに、なぜ（株）伊藤運輸だけが解散したのか 

㈱伊藤興業と㈱伊藤運輸の実態は、右図のよ 
うになっています。どう見ても一つの会社です。 
 ㈱伊藤運輸の役員や管理職は、ほぼ伊藤興業 
と同じ人物が担っています。また、伊藤興業の 
従業員が両社の事務を行ってきたため、㈱伊藤 
運輸には事務を行う従業員はいませんでした。 

つまり、㈱伊藤運輸が解散しても、㈱伊藤興 
業が事業を続ける限り、役員・管理職は路頭に 
迷うことがありません。㈱伊藤運輸の事務を 
担ってきた従業員も㈱伊藤興業に所属している 
ので、影響は受けません。 

会社解散・全員解雇で路頭に迷うのは、㈱伊 
藤運輸の運転手だけで、全港湾神戸支部に加入 
している組合員も、㈱伊藤運輸の運転手だけで 
した。しかも、そのうち非組合員だった運転手には密かに連絡が入り、そのうち数人が１０月１日から、これまでと同
じ仕事を行っています。こんなあからさまな「偽装解散による組合つぶし」は前代未聞です。 

「会社は経営者のものだからどうしようと自由」ではない！ 
 日本国憲法では、「職業選択の自由」（第２２条）、「財産権の保障」（第２９条）があります。これを根拠にして、経
営者たちは「会社は自分の財産であり、経営をどうするかも自由だ」と主張します。しかし、こんな理屈が通らないこ
とは明らかです。私たち労働者がいるからこそ、会社が運営できるのであり、社会が成り立っているのです。 
 そして、私たち労働者には「生存権」（憲法第２５条）、「団結権」（憲法第２８条）があります。私たちには人間らし
く生き、働き続けていく権利があり、そのために労働組合に結集しています。その労働組合をつぶそうというのなら、
私たちは全力で闘うほかありません。 
 私たちは、勝つまで闘います！ 働く仲間のみなさんのご支援を 
よろしくお願いします！ 

図：㈱伊藤興業と㈱伊藤運輸の関係 
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